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   提案理由 

 

 この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律の一部改正により農業

委員会の組織及び制度が改められ、北名古屋市において農業委員会委員及び

農地利用最適化推進委員の候補者を公平かつ適正に選考する北名古屋市農

業委員会委員候補者等選考委員会を設置するため、本条例を定める必要があ

るからである。 

 

 



   北名古屋市農業委員会委員候補者等選考委員会条例 

 

 （設置） 

第１条 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」

という。）第９条第１項の規定により市長が農業者、農業者が組織する団

体その他の関係者（以下「農業者等」という。）から推薦を受けた者又は

募集に応じた者のうちから北名古屋市農業委員会委員候補者（以下「農業

委員候補者」という。）を、法第１９条第１項の規定により北名古屋市農

業委員会（以下「農業委員会」という。）が農業者等から推薦を受けた者

又は募集に応じた者のうちから北名古屋市農地利用最適化推進委員候補

者（以下「推進委員候補者」という。）を、それぞれ公平かつ適正に選考

するため北名古屋市農業委員会委員候補者等選考委員会（以下「選考委員

会」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 ⑴ 市長の求めにより、農業委員候補者を選考すること。 

 ⑵ 農業委員会の要請により、推進委員候補者を選考すること。 

 ⑶ 前２号の選考に関し必要な事項を審議すること。 

 （選考方法） 

第３条 選考委員会は、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査

するほか、必要と認める方法により審査し、及び選考するものとする。 

 （組織等） 

第４条 選考委員会は、委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 ⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の規定に基づく特別職の

常勤職員で市長が指名する市職員 

 ⑵ 農業委員会委員を経験したことがある者 

 ⑶ 自治会長会に所属する者又は所属したことのある者 

 ⑷ 女性を主に構成する団体を代表する者 

 ⑸ 農業塾の講師又はこれに準ずる者 



 ⑹ 学識経験を有する者 

 ⑺ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員は、農業委員候補者若しくは推進委員候補者を推薦し、若しくはこ

れらの候補者として推薦を受け又はこれらの候補者として応募すること

ができない。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長等） 

第６条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。 

３ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指

名した委員がその職務を代理する。 

 （会議等） 

第７条 選考委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会

長が会議の議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市長が招集

する。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に

出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。 

６ 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認める

とき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他

公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （秘密保持） 

第８条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

 （庶務） 



第９条 選考委員会の庶務は、建設部において処理する。 

 （雑則） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な

事項は、会長が会議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第５

条の規定にかかわらず、平成３０年９月３０日までとする。 

（北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部改正） 

３ 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例（平成１８年北名古屋市条例第４４号）の一部を次のように改正す 

る。 

  別表保健センター運営協議会委員の項の前に次のように加える。 

農業委員会委員候補者等選考委員会委員 日額６，０００円 

 


